
 

岡 山 大 学 薬 友 会 会 則 

 
第１章 総則 

 第１条  本会は，岡山大学薬友会と称する。 

 第２条  本会は，会員相互の親睦を厚くし，学識の向上を図ることを目的とする。 

 第３条  本会は，本部を岡山大学薬学部内に置き，必要の各地に支部を置く。 

 

第２章 会員 

 第４条  本会は，次の会員をもって組織する。 

  １．正会員 

   イ．岡山大学医学部（薬学科・製薬化学科）並びに岡山大学薬学部の卒業生。 

   ロ．岡山大学大学院薬学研究科，岡山大学大学院自然科学研究科並びに岡山大学大学院医歯薬学総合

     研究科の薬学系の各課程（以下，岡山大学大学院（薬学系））の修了生。 

  ２．学生会員 

   イ．岡山大学薬学部の学生。 

   ロ．岡山大学大学院（薬学系）の学生。 

   ハ．岡山大学薬学部並びに岡山大学大学院（薬学系）の研究生。 

  ３．学内会員 

   岡山大学薬学部並びに岡山大学大学院（薬学系）の教職員。ただし，正会員は除く。 

  ４．特別会員 

   イ．かつて岡山大学医学部（薬学科・製薬化学科）並びに岡山大学薬学部，岡山大学大学院（薬学系）

     の教職員であった者。ただし，正会員は除く。 

   ロ．かつて岡山大学薬学部並びに岡山大学大学院（薬学系）の研究生であった者。ただし、正会員は

     除く。 

  ５．名誉会員 

   本会に功績のある者の中より，会長の推薦を受け，役員会に置いて承認を受けた者。 

  ６．賛助会員 

   上記会員以外で本会の趣旨に賛同し，本会に寄付その他の行為を為したもののうち，役員会の承認を

   受けた者。 

 第５条  会員が改姓，住所，役職等に変更を生じた場合は，速やかに本会に届出なければならない。 

 

第３章 役員 

 第６条  本会には，会長１名及び委員若干名を置く。 

 第７条  会長は岡山大学薬学部長がこれに当たる。 

      委員は会員の中より会長が委嘱する者がこれに当たる。 

 第８条  役員の任務を次のとおりに定める。 

  １．会長 本会を代表し，会務を総括する。 

  ２．委員 会務を処理し，次の各業務を分担する。 

  （一）総務 予算の編成，企画，会計，連絡，その他を行う。 

  （二）編集 薬友会誌及び薬友会報の発行，その他を行う。 

  （三）厚生 レクレーション，その他を行う。 

  （四）監査 会計の監査を行う。 

  （五）その他，役員会において適当と認める事業を行う。 

 第９条  前条第３項の役員の任期は１年とする。ただし，再任は妨げない。 

 第１０条 役員は名誉職とし，会務のために要した実費は之を支弁することができる。 

 第１１条 本会に顧問を置くことができる。顧問は，役員として特に功労のあった者を会長の推薦に基 

      づき役員会に諮って決める。顧問は，本会の発展，運営のため，相談相手となり，同時に援助

      に当たる者とする。 

 第１２条 本会は，必要に応じて事務員若干名を置き，事務を処理することが出来る。 

 第１３条 前条の事務員は，会長が委嘱する。 

  



 

第４章 会議 

 第１４条 会議は，総会及び役員会とする。 

 第１５条 総会は，必要に応じて役員会の議を経て，会長が之を召集する。 

 第１６条 役員会は，会長及び委員を以って組織し，会長が之を召集する。 

 第１７条 役員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

  （一）会則及び施行細則の改正に関する事項。 

  （二）会務及び業務報告に関する事項。 

  （三）決算承認及び予算の議決に関する事項。 

  （四）基本財産に関する事項。 

  （五）その他，役員会において必要と認めた事項。 

 

第５章 会計 

 第１８条 会費は，以下のように定める。 

  （一）正会員は，入会金として 5,000円を納入し，年会費として 1,000円を納める者とする。 

   ただし，学生会員としてすでに入会金 5,000円を支払った者は，再度入会金を支払う必要は無い。 

  （二）学生会員は，入会金 5,000円を納める者とし，年会費の徴収は行わない。 

  （三）学内会員及び特別会員は，年会費 1,000円を納める者とし，入会金の徴収は行わない。 

  （四）原則として入会金・年会費は返金しない。 

 第１９条 名誉会員，賛助会員からは，会費の徴収は行わない。 

 第２０条 本会の経常費は，会費，基本財産利子及び寄付金を之に当てる。 

 第２１条 会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月末日に終わる。 

 

第６章 基本財産 

 第２２条 本会は，基本財産を設ける。 

 第２３条 基本財産の運用は，役員会の議決による。 

 

第７章 支部 

 第２４条 支部を設置するときは，支部員名簿を会長に提出し，その承認を得なければならない。 

 第２５条 支部運営の経費は，当該支部員の負担とする。 

 第２６条 支部の規約を制定及び改正し，又は支部を分設併合若しくは廃止しようとする時は，会長の 

      承認を得なければならない。 

 

第８章 付則 

 第２７条 この会則の改正は，役員会の議を経て行う。役員会は，会則の改正を会報に報告する。 

 第２８条 この会則の施行細則は，別に定める。 

 第２９条 この会則は，平成２８年４月１日から施行する。 

 
 

岡山大学薬友会施行細則 

（平成１５年３月改正） 

 第１条  事務を委嘱した場合は，適当の謝礼をすることが出来る。 

 第２条  定例役員会は，毎年３月に開催する。 

 第３条  遠隔の地に在住する役員が役員会に出席する際は，旅費の一部を支給することができる。 

 第４条  この施行細則は，平成１５年４月１日から施行する。 

 

補則 

 第１条  岡山大学医学部薬学科同窓会の会則，並びに昭和５６年４月改正岡山大学薬友会会則第１９条

      に基づき納入された会費は，入会金に充当するものとする。 

 
 
 

 


